
過疎地域持続的発展計画（素案）に関するパブリックコメントの実施結果 

 

 

１．意見の募集期間 

令和 8年 1月 14 日（水）～2月 2日（月） 

  

２．実施結果 

意見提出者：４名 意見件数：15 件 

 

３．意見及び意見に対する考え方等 

№ 項目・意見の概要 市の考え方（回答） 

１ 

 

全体 

過疎地域、旧町村地域の今後についての理念

－政策の考え方を示してほしい。 

この計画は総花的であり、基本的に市の総合

計画を引き写しているに過ぎない。中心地域

と周辺地域、過疎地域との発展のバランスを

図ることが必要。 

計画の中身が表面的すぎる。地域に対する深

い考察を示してほしい。地域の特性を把握し

それを生かす計画が必要と考える。 

 

主体的な地域づくりに取り組めるよう、

地域づくり組織の強化と支援を行うと

ともに、地域の在り方について検討を進

め、地域課題の解決に向けた活動や地域

の特性を生かした取り組みなどを支援

していきます。事業の詳細についてはそ

れぞれの事業を進める中で検討してい

きます。 

２ 全体 

計画全体を通じて、市全体の統計的な状況整

理や制度説明が中心となっており、過疎地域

が日常的に直面している人材不足、担い手の

固定化、地域内での支え合いの限界といっ

た、より切迫した実情が十分に反映されてい

ないように感じます。 

 

主体的な地域づくりに取り組めるよう、

地域づくり組織の強化と支援を行うと

ともに、地域の在り方について検討を進

め、地域課題の解決に向けた活動や地域

の特性を生かした取り組みなどを支援

していきます。 

３ 全体 

本計画は、過疎地域の将来に大きな影響を与

える重要な計画である一方で、策定段階にお

いて、該当する地域の住民組織や関係団体の

意見を直接聴取する機会が十分に設けられ

ていなかったように感じます。地域の声や積

み重ねられた意見については、今後の計画の

運用や見直しの中で丁寧に受け止め、可能な

限り施策に反映していただきたいと考えま

す。 

 今後の計画運用や見直しにあたっては、地

域の声を継続的に聴取する場を設けること

 

各事業担当課が各地域のご意見などを

踏まえ、本計画期間に実施可能と判断し

たものを本計画に掲載しています。 

今後も、各地域のご意見を伺いながら事

業を進めていきます。 

 



や、関係部局が横断的に関与する体制を整え

ることにより、計画を作って終わりにしない

仕組みづくりを検討していただきたいと考

えます。 

４ １ 基本的な事項 

今後、行政の出先機関が縮小していくこと

は、人口減少や財政状況を踏まえると一定程

度やむを得ない面があると理解しています。

しかしその一方で、地域の相談対応、事業調

整、外部人材との橋渡し、住民主体の取組へ

の伴走といった機能を担う中間支援組織の

重要性は、今後さらに高まっていくものと考

えます。過疎地域の施策を実効性あるものと

するためには、行政と地域、地域と外部人材

をつなぐ役割をどのように担保していくの

か、その考え方を計画の中で明確にしていた

だきたいと考えます。 

 

主体的な地域づくりに取り組めるよう、

地域づくり組織の強化と支援を行うと

ともに、地域の在り方について検討を進

め、地域課題の解決に向けた活動や地域

の特性を生かした取り組みなどを支援

していきます。 

５ １ 基本的な事項 

施策が計画に記載されているかどうか以上

に、それを実際に現場でどう対応するか、担

い手が存在するかが重要です。制度や事業を

起点とするのではなく、地域に残っている人

材や組織、これまで積み重ねられてきた実践

を起点に、どのように持続的な仕組みを構築

していくのかという視点を、計画の基本的な

考え方として、より明確に位置づけていただ

きたいと考えます。 

 

地域づくり組織の強化と支援を行うと

ともに、地域の在り方について検討を進

め、地域課題の解決に向けた活動や地域

の特性を生かした取り組みなどを支援

していきます。 

６ １ 基本的な事項（3）行財政の状況 

有利な過疎債を積極的に利用することが必

要と思う。ここ数年過疎債を導入していない

のはなぜでしょうか。 

 

令和６年度まで、合併特例債を優先して

活用してきました。合併特例債の活用が

終了したため、今後は過疎対策事業債を

活用していきます。 

７ ２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育

成 

10 集落の整備 

転入人口や移住者の増加、空家の活用は表層

的問題であって、根本問題は衰退していく地

域を他人事と捉え、自虐的になる住民が増え

ていることだと思います。それを課題とする

と「10.集落の整備」ではなく「コミュニテ

 

 

 

定住人口の維持・減少抑制を図るには、

交流人口と関係人口の増加の両輪が必

要と考えています。事業の詳細について

はそれぞれの事業を進める中で検討し

ていきます。 



ィの復興」と言い換えたいほどのインパクト

ですが、その施策として「関係人口の増加」

を検討していただきたいです。 

８ ２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育

成 

「域学連携事業」や「地域おこし協力隊の活

用」を、関係人口の創出から定住、さらには

起業や地域活動へと発展していく一連の流

れを生み出す施策として捉え、過疎地域にお

ける人材政策の中核に明確に位置づけてい

ただきたいと考えます。 

 

 

定住人口の維持・減少抑制を図るには、

交流人口と関係人口の増加の両輪が必

要と考えています。事業の詳細について

はそれぞれの事業を進める中で検討し

ていきます。 

９ ３ 産業の振興 

加子母地域の観光事業が産業振興施策とし

て明確に位置づけられていません。これまで

補助金交付をお願いしてきた経緯もありま

すが、計画に位置づけられていない理由を示

していただくとともに、当地域の観光事業

を、過疎地域における産業振興の柱の一つと

して整理していただきたいと考えます。 

 

市内にある多くの観光資源のひとつで

もある地歌舞伎と芝居小屋も含めた観

光ブランドの形成や経験型観光プログ

ラムの開発などの取り組みを強化し、地

域と連携して観光事業を進めていきま

す。 

 

10 ５ 交通施設の整備及び交通手段の確保 

住民主体の移動支援を例外的な対応として

扱うのではなく、過疎地域における生活イン

フラの一部としてどのように位置づけ、行政

としてどの程度関与・支援していくのか、そ

の基本的な方向性を計画の中で示していた

だきたいと考えます。 

 

地域課題の解決に向けた活動や地域の

特性を生かした取り組みなどを支援し

ていきます。事業の詳細についてはそれ

ぞれの事業を進める中で検討していき

ます。 

11 ６ 生活環境の整備について（公共施設の利

活用） 

遊休公共施設を地域が使いこなす資源とし

て捉え、地域の実情に応じた柔軟な利活用を

後押しする姿勢を明確にしていただきたい

と考えます。 

 

公共施設等の整備や維持・管理等につい

ては「中津川市公共施設等総合管理計

画」に定める方針との整合を図りながら

必要な事業を適正に実施していきます。 

12 ７ 医療・福祉の確保 

加子母地域では、有償ボランティアによる生

活支援や移送支援が行われており、行政サー

ビスを補完する重要な役割を果たしていま

す。 

こうした取組は、地域の実情に即した現実的

な対応であり、今後の過疎地域において不可

欠な仕組みであると考えます。特定地域の特

 

地域課題の解決に向けた活動や地域の

特性を生かした取り組みなどを支援し

ていきます。事業の詳細についてはそれ

ぞれの事業を進める中で検討していき

ます。 



殊な事例としてではなく、過疎地域共通の生

活支援モデルとして、計画の中で位置づけて

いただきたいと考えます。 

13 ９ 教育の振興 

学校規模適正化を多く記述しているが、文科

省の指針にも小中学校と地域の連携の必要

性を上げており、単なる規模適正化を図るだ

けでは地域の教育の将来展望は開けないと

考える。 

各地域には特色ある教育の歴史があり、特に

加子母ではその特性を生かした地域教育の

議論、活動が活発におこなわれている。この

動きを取り入れた計画こそが地域の未来を

つくるものであり、又各地域の特色を生かす

ことが市内各地域の発展のバランスを推進

する力になると考える。 

 

学校規模適正化については、子どもたち

の『よりよいひとりだち』を願い生徒・

児童の人数や、地理的条件など考慮して

策定した『学校規模等適正化基本計画』

の考え方に基づき進めてまいりますが、

地域の実情もございますので、地域・学

校・教育委員会が連携を密にし、保護者

や地域の皆様から意見などを話し合い

により聞き、議論して、様々な手法を検

討し進めていきます。 

14 11 地域文化の振興等 

明治座そのものを文化財としてどのように

維持し、将来にわたり活用していくのか、ま

た、そのために必要となる考え方や支援の方

向性については、明確に示されていないよう

に感じます。ハード事業のみならず、文化財

の維持活用、伝統芸能の継承、創造的な文化

の創出を、どのように支え発展させていくの

かという点について、重要な施策として明確

に位置づけ、その方向性を本計画の中で示し

ていただきたいと考えます。 

 

各地域の歴史的資源や文化的価値を適

切に保存し、また伝統芸能や地域文化が

持続可能な体制を確立し、継続した活動

が維持できるよう支援していきます。次

期計画では明治座前広場整備事業を進

めていきます。 

15 個別案件 

過疎地域における汚水処理について、個別処

理（合併浄化槽）への転換を提案します。 

 

下水道事業については、下水道処理区の

統合や合併処理浄化槽への転換など

様々な検討を行い、将来に向けて持続可

能な下水道経営を目指していきます。 

 


